
お知らせ

貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しについて

駐車スペースの少ない、駅前・商店街周辺地域等においては、荷下ろ

し等のためのトラックの駐車場所の確保が課題となっています。

そのため、貨物集配中の車両に係る駐車需要が認められる場所にお

いて、パーキングメーター等の運用を見直し、駐車可の交通規制としまし

た。

１ 駐車スペースの確保場所
場所 路線 規制内容 枠数 規制時間

１ 桑名市大字東方９７番地 市道 １ 終 日

２ 津市羽所町３７５番地 県道 ２

３ 津市大門４番３号 市道 ３

４ 津市丸之内２８番３８号 市道 ２

５ 津市中央１７番５号 市道 駐車可 ２ ９時～２１時

６ 伊勢市本町１１番３号 県道 １

７ 伊勢市本町７番３号 県道 １

８ 松阪市京町５０８番地１ 県道 ４

２ 内容

「パーキング・メーター」及び「パーキング・チケット」の運用を見直し

（撤去）、貨物集配中の貨物車に限り、駐車を可能とします。
〈イメージ〉

【連絡先】三重県警察本部

交通部 交通規制課

☎ (代)０５９－２２２－０１１０

駐車禁止規制区間

貨物集配中の貨物車に限り

駐車枠内であれば駐車可能

貨物集配中の

貨物車に限る

９ － ２０
駐車枠内に限る

こ こ か ら

※その他の車両が駐車した場合は駐車違反となります。



駐車スペースの確保場所 桑名市内
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駐車スペースの確保場所 伊勢市内
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駐車スペースの確保場所 松阪市内


